
一般事業主行動計画 （次世代育成支援対策推進法に基づく計画） 

 

職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくる

ことによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のよう

に行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までの５年間 

 

２．内  容 

目標１   労働基準法に基づく産前産後休暇、育児介護休業法に基づく育

児休業、雇用保険法に基づく育児休業給付などの諸制度の周知

を図る。 

           

    対策   全職員に利用できる制度を院内ホームページ及び広報誌にて周 

知・啓発して職員の理解を深め安心して休業できる環境を整備 

し支援する。 

 

 

目標２   子育てを行う職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため

の次の雇用環境を整備維持する。 

 

     対策   保育手当、家族手当制度の継続実施  

父親の出産時休暇の取得推進のために院内ホームページや広報 

誌を活用した周知啓発の実施 

 子供の出生時における父親の休暇取得の促進 

 子育てサービス費用の援助の実施 

 

 

   目標３  保育所を設置し仕事と育児の支援体制を構築する。 

 

     対策   平成２２年４月より開園。職員が安心して仕事が出来るように

支援する。 


